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第１ 農用地利用計画 

 

１ 土地利用区分の方向 

（１）土地利用の方向 

ア 土地利用の構想 

本地域は愛知県の北西部に位置し、木曽川を挟んで岐阜県各務原市と接し、県内は犬

山市、江南市、大口町と隣接しており、名古屋市中心部へは約２０㎞の距離にある。 

農地のほとんどが平坦な木曽川沖積層であり、肥沃な農地となっている。水田が東部

に、畑地が西北部に比較的まとまって保全され、畑地については根菜類の生産適地とな

っている。 

土地は、町民生活や産業活動の基盤となる大切なものであり、土地利用の在り方は町

の姿や将来の発展方向に大きな影響を及ぼす重要なものであることから、効率的で秩序

ある土地利用に努める必要がある。このため、第５次扶桑町総合計画に基づく土地利用

構想により、本町の地域特性を総合的に勘案しつつバランスのとれた土地利用を計画的

に推進する。 

本地域内における土地利用については、名古屋市近郊の優位な立地条件にあることか

ら、都市的土地利用への用途の移転が進み、今後とも住宅、商工業等の土地需要の増大

が見込まれる。特に、町の東部には東海地方と飛騨・北陸地方を結ぶ物流の大動脈であ

る国道４１号が南北に走っており、本地域から自動車で約１５分の小牧インターチェン

ジを経由して、東名・名神高速道路及び東海北陸自動車道等の高速道路により関東・阪

神・北陸方面へ接続し、交通アクセスの利便性に優れている。平成２５年度に６車線化

が事業採択された国道４１号沿いの高雄東部地区の土地利用については、第５次扶桑町

総合計画において「まちづくり創生ゾーン」と位置付けられており、良好な農村環境の

保全及び犬山市や大口町の市街地との連続性に配慮した工場や商業施設等への都市的土

地利用を目指す。 

一方、農業的土地利用については減少傾向にあり、今後も減少が見込まれるが、農地

は農業の基礎的な資源であるため、他用途への転用に対しては慎重に対応することとし、

農用地区域内の優良農地の保全を基本に将来において必要な農業生産の確保に努める。 

農業振興地域内における主要用途別の土地利用の現況及び将来目標は、以下のとおり

である。 

                                単位：ｈａ・％ 

（注）面積は、平成 31年 扶桑町固定資産概要調書「第 2表 総括表」による。 

 

農 用 地 
農 業 用 

施設用地 
森林・原野 

住宅地 

工業用地 

その他 

計 

実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 

現在 

(令和元年) 
256 40 1 0 6 1 384 59 647 100 

目標 

(令和 6 年) 
233 36 1 0 6 1 407 63 647 100 

増減 △23 △4 － － － － 23 4 － － 
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イ 農用地区域の設定方針 

（ア）現況農用地についての農用地区域の設定方針 

農業振興地域内にある現況農用地２５６ｈａのうち、おおむね次に掲げる農用地ａ

～ｄを除く農用地１３６ｈａについて、農用地区域を設定する。 

    ａ 集落区域（連接集合して存在する住宅、商店、工場等の施設の敷地の外縁を結

んだ区域）内に介在する農用地 

該当農用地面積 約９５ｈａ 

    ｂ 自然的な条件等からみて農業近代化を図ることが相当でないと認められる農

用地 

小淵字西島、小淵字中島、小淵字郷東の一団の畑 約４ｈａ 

    ｃ １０ｈａに満たない規模の農用地の集団で、集落周辺にあり、今後宅地化が見

込まれる農用地 

該当農用地面積 約１２ｈａ 

    ｄ 都市マスタープランにおいて、都市拠点の一つである健康福祉交流拠点とされ

ている農用地 

  該当農用地面積 約９ｈａ 

 

（イ）土地改良施設の用に供される土地についての農用地区域の設定方針 

本地域内にある土地改良施設のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針とし

た現況農用地に介在又は隣接するものであって当該農用地と一体的に保全する必要が

あるものについて設定する。 

 

（ウ）農業用施設用地についての農用地区域の設定方針 

本地域内にある農業用施設用地のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針と

した現況農用地に介在又は隣接するものであって当該農用地と一体的に保全する必要

があるものについて設定する。 

 

（エ）現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針 

本地域内については設定しない。 
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（２）農業上の土地利用の方向 

ア 農用地等利用の方針 

農用地区域内における農用地は約１３６ｈａである。その内訳は田４９％、畑５１％

であり、土地改良事業による基盤整備が完了している。田については引き続き水稲を主

体とし、畑については露地野菜を主体として施設野菜等の利用も図る。今後においても

引き続き農用地区域内の道路及び用排水の維持に努め、農用地の効率的利用を推進する。 

農用地区域内における用途区分別面積は、次のとおりである。 

                                   単位：ｈａ 

 農   地 採草放牧地 混牧林地 
農業用施設 

用   地 
計 

東部地区 
（Ａ） ８８ － － 

０ 
（０．２） ８８ 

西部地区 
（Ｂ） ６３ － － 

０ 
（０．４） ６４ 

計 １５１ － － 
１ 

（０．６） １５２ 

（注）１「０」：単位に満たないもの（０．５ｈａ未満） 

   ２「－」：調査は行ったが皆無であるもの 

   ３ 面積は、図上計測による。 

   ４ 農地の面積は、農用地及びその他の土地利用（道路、水路等）を含む 

 

イ 用途区分の構想 

（ア）東部地区（付図１号 Ａ－１・Ａ－２） 

 当地区の入鹿用水系に属する平坦な約６３ｈａの田については、集団化されており、

大型機械に対応する条件を備えている。国道４１号沿いの一部地域は、第５次扶桑町

総合計画において「地の利」を活かした「まちづくり創生ゾーン」として位置付けら

れ、水質に与える影響を最小限にとどめるなど農村環境の保全に配慮するとともに、

地元農業者関係者とも十分な協議を行った上、工場、商業施設、住宅等の都市的土地

利用を目指すとともに、新たなまちづくり拠点開発区域としてバランスのとれた土地

利用を図り、農業の担い手に配慮しつつ、今後も引き続き田として利用すべき区域と

を明確化していく。 

国道４１号沿いの２７．２ｈａの区域は、都市計画法第３４条第１２号の規定によ

る「愛知県都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」第４条の対象

となっている。 

 

（イ）西部地区（付図１号 Ｂ－１・Ｂ－２・Ｂ－３） 

 当地区の丹羽用水に沿った帯状の約３ｈａの田については、水利条件も整備されて

いるため、引き続き田として利用を進める。 

木曽川沖積層によって形成された平坦な約５３ｈａの畑は、根菜類の栽培に適して

いる。とりわけ、守口大根は本地域の特産野菜であり、今後もほ場の集団性の維持に

努め、併せて施設野菜等への利用を図るなど農用地の効率的利用を推進する。 

 

ウ 特別な用途区分の構想 

該当なし 
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２ 農用地利用計画変更の基本方針 

農用地利用計画は、農業振興の基盤となるべき農業用地の確保、農業基盤整備の計画

的な実施及びその効果の維持保全を図るため、農業振興地域における農業上の土地利用

計画を定めるもので、農業振興地域整備計画の根幹をなすものである。したがって、こ

の計画の変更にあたっては、十分な調整と慎重な配慮が求められるため、次のとおり実

施するものとする。 

（１）農用地利用計画変更の留意事項 

・ 平成３０年３月に策定した第５次扶桑町総合計画（２０１８～２０２７年度）と

の整合が図られていること。 

・ 非農業部門からの影響に対しては、農業との調和を前提に、農業振興を損なわな

い範囲において、地域の実情に応じた計画的な誘導が図られたものであること。

とりわけ、住宅地との土地利用の混在が相当程度進んだと見られる町西部地区内

等においては、隣接する農業的土地利用への特段の配慮がされるよう調整を図る

ものとする。 

・ 現に農用地として整備・保全されている農用地区域内の土地については、引き続

き農用地区域とする。 

・ 農用地として将来にわたって保全していくことが困難又は不適当と考えられる土

地については、他の農用地区域の集団性・連担性を損なわず、利用上の支障が軽

微である場合は、農用地区域からの除外を検討する。 

・ 変更計画は、地域農業者及び農業関係団体等の意向を尊重したものであること。 

    

（２）農用地区域変更の具体的基準 

（ア）編入 

次のいずれかの条件を満たす土地を農用地区域への編入に努める。 

① 概ね１０ｈａ以上の集団的農用地で、営農状況もよく、将来にわたって保全する

ことが望ましい土地 

② 国が実施又は補助する農業生産基盤整備事業が完了又は施工中、若しくは計画さ

れている土地 

③ 農業用施設用地のうち、①又は②の土地に介在又は隣接するもので、①又は②の

土地と一体的に保全する必要のあるもの、若しくは２ｈａ以上の規模の農業用施

設用地 

④ 特産野菜の生産団地の形成など、本地域の特性に即した農業の振興を図るためそ

の土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地 

 

（イ）除外 

次のいずれかの条件を満たす土地を農用地区域からの除外を検討する。 

① 集落に介在する土地 

 過去２０年以上農業生産基盤整備事業が行われておらず、住宅、店舗、道路、地

域の広場・公園等の集落施設に介在し、既存農用地区域内農用地等と一体的な利

用が困難と考えられるおおむね２０ａ未満の居宅等と混在した集落介在地で、除

外後における周辺の農用地区域の集団性・連担性を損なわず、その利用上の支障

が軽微である土地 

② 近代化を図ることが相当でない次の全てを満たす土地 
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 その土地の位置、地形等の自然的な条件、その他、地形・水利・区画・接道条件

等の営農条件が悪いなど生産性が低く効率的な近代的農業が営めないと認めら

れる土地 

 過去３０年以上農業生産基盤整備事業が実施されておらず、将来においても計画

のない土地 

 除外後における周辺の農用地区域の集団性・連担性を損なわず、その利用上の支

障が軽微である土地 

③ 随時に発生する開発事業計画のある土地 

 計画的な公用・公共用施設のうち、事業化の段階に至った事業及び民間による具

体的な非農業的開発事業で、その必要性・緊急性が認められ、農用地区域除外の

ための法定要件の全てを満足し、かつ必要となる他法令等の許認可の見込みが明

らかな土地 

（注）：除外する面積の基準をおおむね２０ａとした理由は、町内の整備済ほ場の区画

が２０～３０ａであることを考慮し、これを下回る面積としたことによる。 

 

３ 農用地利用計画 

別記のとおりとする。
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第２ 農業生産基盤の整備開発計画 

 

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向 

農業振興地域内にある現況農用地は２５６ｈａであり、その内訳は田７５ｈａ、畑１

８１ｈａである。昭和３７年から土地改良区による耕地整備事業が施工されたのを始め、

かんがい排水事業、農道整備事業等が順次実施され、農業生産基盤の整備はほぼ完了し

ている。今後は、既設の道路及び用排水路の維持管理をすることにより農用地の保全を

図る。 

 

 ２ 農業生産基盤整備開発計画 

 該当なし。 

 

 ３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

該当なし。 

 

 ４ 他事業との関連 

該当なし。 
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第３ 農用地等の保全計画 

 

１ 農用地等の保全の方向 

本地域内は住宅の建築、事業所、商業施設等の進出が今後もさらに見込まれる一方、

農業従事者の高齢化や農家世帯の兼業化が進行する中で、農地の無秩序なかい廃や荒廃

農地増加が危惧されている。したがって、国営・県営等によって整備された優良農地等

を中心として、保全すべき区域を明らかにした上で区域内の耕作放棄地の発生防止・解

消に努めるものとする。このため、土地所有者等の理解と協力を得て、地域農業の担い

手への農用地利用集積を進める。 

 

２ 農用地等保全整備計画 

事業の種類 事業の概 要 
受 益 の 範 囲(ha) 

対図 

番号 
備考 

受益地区 
受益面積 
（ha） 

国 営 総 合 

農地防災事業 

頭首工改修１ヶ所 

用水路改修 32,000ｍ 

排水路改修 27,300ｍ 

愛知県 

13市 

5町 

10,139 №１ 

新濃尾（二期） 

平成 19年度～ 

令和 4年度 

県営水質保全 

対策事業 
用水路 6,351ｍ 

扶桑町 

江南市 

大口町 

36 №2 

昭和用水地区 

平成 29年度～

令和 4年度 

国営造成施設 

管理体制 

整備促進事業 

用水路管理 29.65ｋｍ 

愛知県 

8市 

3町 

1,477  

木津用水地区 

令和 2年度～ 

令和 4年度 

県営用排水 

施設整備事業 
排水路 6,200ｍ 

扶桑町 

犬山市 

江南市 

55.5 №3 

丹羽排水地区 

令和 3年度～ 

令和 10年度 

（注）農用地等保全整備計画図（付図３号）参照 

 

３ 農用地等の保全のための活動 

優良農用地として保全すべき区域における荒廃農地の発生防止・解消については、農

業委員会の定期的な農地パトロール（利用状況調査）を通じて地権者への啓発に努め、

併せて利用意向調査を行い、農地中間管理事業により地域農業の担い手に農用地の利用

集積を推進するものとする。また、農地が持つ多面的機能を支えるため、今後も地域ぐ

るみで農用地等の保全に努めていくものとする。 

 

 

４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

該当なし。 
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第４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画 

 

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標 

農業経営の目標は、町内の優良な経営事例を踏まえつつ、農業経営の発展を目指し、

農業を主業とする農業者が地域における他産業従事者並みの年間農業所得、年間労働時

間の水準を実現できるものとして、下表のとおりとし、これらの経営が本町の農業生産

の相当部分を担う農業構造の確立を目指す。 

 

効率的かつ安

定的な農業経

営の目標 

年間農業所得 

 
一人当たりの 

年間労働時間 
 

基 幹 経 営 体 

概ね８００万円 
概ね１，８００時間  

年間農業所得は、主たる従事者２人（主たる従事者１人

当たり４００万円）を想定している。 

新たに農業経

営を営もうと

する青年等の

農業経営の目

標 

 
概ね２５０万円 

 

概ね２，０００時間 地域の他産業従事者と概ね同等の年間労働時間の水準

を達成しつつ、農業経営開始から５年後に農業で生計が成

り立つ実現可能な目標所得とする。 

（注）扶桑町「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」（平成 28年 12月）に

よる。 

 

農業経営目標については、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を踏まえ、

次のとおりとする。 

主要な営農類型は、主たる従事者２人による経営体を想定した「基幹経営体」及び更

なる所得向上を目指すモデルとして「ステップアップ経営体」について示す。 

 

 営 農 類 型 目 標 規 模 作 目 構 成 
戸 数 

（経営体数） 

流動化 

目標面積 

基 幹 

経営体 

露地野菜 

(守口大根主体) 

従事者数 

家族   ２人 

他雇用０．３人 

経営面積

5.5ha 

ゴボウ    １．０ha 

守口大根   １．０ha 

春ダイコン  １．０ha 

緑肥     １．０ha 

秋冬ダイコン １．５ha 

1 2.8ha 

施設園芸（花き） 

従事者数 

家族   ２人 

経営面積

0.35ha 

シコンノボタン０．１０ha 

ガーベラ   ０．１０ha 

ゼラニューム ０．１０ha 

その他    ０．０５ha 

1 － 
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 営 農 類 型  目 標 規 模 作 目 構 成 
戸 数 

（経営体数） 

流動化 

目標面積 

ステップ

アップ 

経営体 

露地野菜 

(守口大根主体) 

従事者数 

家族 ２．５人 

他雇用  ２人 

経営面積

9.8ha 

ゴボウ    ２．５ha 

守口大根   ２．０ha 

春ダイコン  １．８ha 

緑肥     １．５ha 

秋冬ダイコン ２．０ha 

2 4.9ha 

地野菜 

（ダイコン主体） 

従事者数 

主  ２．５人 

常雇用  １人 

他雇用  ２人 

 

経営面積

14.0ha 

春ダイコン  ３．０ha 

秋ダイコン  ３．０ha 

春ニンジン  ２．０ha 

秋ニンジン  ２．０ha 

緑肥     ２．０ha 

キャベツ   ２．０ha 

1 7.0ha 

水稲＋露地野菜 

従事者数 

主    ３人 

常雇用  ４人 

他雇用  １人 

経営面積

46.0ha 

水稲    １５．０ha 

大麦    １５．０ha 

作業委託   ５．０ha 

露地野菜  １１．０ha 

（内訳） 春ダイコン ２．０ha 

     秋冬ダイコン４．０ha 

     秋冬ニンジン２．０ha 

     春ニンジン １．０ha 

     その他   ２．０ha 

1 23.0ha 

（注）扶桑町「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」（平成 28年 12月）に

よる。 

 

（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 

認定農業者を中心として効率的かつ安定的な農業経営を展開することとし、「人・農地

プラン」の「今後の地域の中心となる経営体」に認定農業者を位置づけ、とりわけ水稲、

麦作等の土地利用型農業にあっては農用地の利用集積による規模拡大の必要があり、農

業委員会や愛知北農業協同組合と連携して農地の流動化を促進する。 

 

 ２ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための

方策 

本地域は担い手不足から農地を手放す農家も多く、また農業の継続が困難な農家も多

い。したがって、農業委員等による掘り起こし活動を強化して、農地の貸し手と受け手

に係る情報の一元的把握の下に両者を適切に結び付ける方策を通じて、農地の利用集積

を進める。 

また、地域で生産された農産物を地域で消費するとともに、生産と消費を結びつけ、

消費者と生産者の「顔が見え、話ができる」関係作りを行いながら特産品の販路拡大や

地域活性化を目指すための取組として、「地産地消」を推進していく。 

 

 ３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

  該当なし。 
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第５ 農業近代化施設の整備計画 

 

 １ 農業近代化施設の整備の方向 

本地域は、既に必要な近代化施設はほぼ整備済みである。当面は新たな投資を抑制し、

既存の近代化施設を有効利用するものとする。 

 

 ２ 農業近代化施設整備計画 

本地域は、既に必要な近代化施設はほぼ整備済みである。ライスセンターについては、

愛知北農業協同組合管内において施設の相互間利用が可能となっているものの、施設の

老朽化に伴い、その他の近代化施設と同様に今後の利用体制について検討していくこと

が必要である。 

 

 ３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

該当なし。 

 

 

第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画 

 

 １ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向 

農業従事者の高齢化及び農業従事者の減少が進行する本地域にあって、新規就農者の

育成・確保はもとより、既存の農業従事者のさらなる意欲を引き出し、魅力ある農業を

目指すことが急務となっている。したがって、農業の魅力について情報を発信するとと

もに、新規就農希望者への情報提供を行い、既存の農業従事者には農業経営・技術に関

する知識及び営農資金や農地取得に関する知識の習得を支援する。 

 

 ２ 農業就業者育成・確保施設整備計画 

該当なし。 

 

 ３ 農業を担うべき者のための支援の活動 

認定農業者に対しては、営農設計の作成指導や経営開始に当たっての支援資金等の相

談・活用の濃密な指導を行い、併せて農業者の教育施設や営農知識の習得についての情

報提供等を行う。 

青年農業者に対しては、地域活動へのより積極的な取組と技術改良・経営改善等につ

いての自主的な研究活動が行えるよう指導・支援する。 

高齢就農者等についても、個々の条件を踏まえた的確な指導・支援を行い、就農の定

着を図る。 

 

 ４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

該当なし。 
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第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画 

 

 １ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標 

本地域は名古屋市から約２０㎞の距離に立地し、町の中央部を名鉄犬山線が南北に縦

貫し、扶桑駅から名古屋駅まで急行で約２５分と公共鉄道交通の便もきわめて良く、国

道４１号など交通条件に恵まれていることから、農家世帯においても安定した就労の場

が確保されてきたが、昨今の経済動向に鑑み、農業従事者の農業以外の就業機会は必ず

しも安定した見通しがあるとはいえない。このため、新たな就業機会の創出に努めるも

のとする。 

 

                                  単位：人 

区分 従          業          地 

Ⅰ Ⅱ 
市 町 村 内 市 町 村 外 合     計 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

恒常的勤務 － 13 12 25 35 33 68 48 45 93 

自 営 兼 業 － 2 2 4 7 6 13 9 8 17 

出 稼 ぎ － - - - - - - - - - 

日雇・臨時雇 － 1 1 2 1 1 2 2 2 4 

総   計 － 16 15 31 43 40 83 59 55 114 

（注）平成 27年農林業センサス、市町村内と市町村外は国勢調査の就業地割合の按分によ

る。 

 

 ２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策 

農業従事者の多くは他に安定した就業の場を確保しているとみられるが、これら既存

の就業機会に頼ることなく、名古屋市近郊の立地優位性を活用し、扶桑町都市マスター

プランにおいて、国道４１号沿いの高雄東部地区を「まちづくり推進地区」として設定

し、町の産業振興を牽引する良好な産業集積地の実現を目指し、新たな農業就業機会の

創出に資する土地利用を図る。 

 

 ３ 農業従事者就業促進施設 

該当なし。 

 

 ４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

該当なし。 
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第８ 生活環境施設の整備計画 

 

１ 生活環境施設の整備の目標 

（１）安全性 

自然災害から町民の生命・財産を守り、被害を最小限に抑えるため、扶桑町地域防災

計画の適時見直しを図るとともに、資機材整備の支援や訓練、研修、講習会などを通し

て地域における自主防災組織の強化育成を図る。 

南海トラフを震源とする巨大地震の発生が懸念されているため、非常食や防災資機材

の充実を図り、メールや防災行政無線を活用した防災関係情報の迅速な提供を行うため

の体制を充実する。また、扶桑町耐震改修促進計画に基づき建築物の耐震性向上を図り、

地震による被害軽減対策を推進する。 

河川などの流下能力不足により浸水被害が生じていることを受け、浸水対策として河

川などの改修、雨水利用貯留施設設置費等の補助金事業を継続するとともに、県を始め

関係する河川流域の市町と連携を図り総合的な治水対策を推進する。 

消防体制については、丹羽広域事務組合消防本部及び扶桑出張所で対応がなされてお

り、消防施設や設備、資機材の整備とともに、消防団員の確保や訓練・研修等の充実な

ど消防力の強化を図る。 

交通安全及び防犯については、事故の多発箇所や危険性が高い箇所について、警察に

信号機や横断歩道等の設置を要望するほか、道路照明灯、カーブミラー等の交通安全施

設や防犯施設の設置を進めるとともに、各地域で自主的な活動を行う防犯パトロール隊

やスクールガード、交通少年団等に情報及び啓発資材等の提供を行い、地域ぐるみの交

通安全・防犯活動を推進する。 

 

（２）保健性 

保健医療については、現在、扶桑町保健センターを地域の保健活動の拠点としている

が、今後建設予定の（仮称）多機能児童センターとの複合施設において、各種検診・教

育等の内容の充実を図り、健康維持、病気の予防に努める。 

ごみ処理については、昭和５７年に完成した焼却処理施設が既に建設後３６年経過し、

焼却能力が限界に達していることに加え、町が設置した埋め立て施設が法改正により平

成１５年に廃止されるなど、ごみの処理は限界に達している。このため、第２次愛知県

ごみ焼却処理広域化計画に基づき、犬山市・江南市・大口町・扶桑町の２市２町で平成

２９年４月に尾張北部環境組合を設立し、ごみ処理施設の建設を目指している。 

上水道については、昭和４７年の給水開始から既に４６年経過するため、老朽管の更

新や漏水多発路線の配水管敷設替工事を計画的に進めるともに、安心して利用できる水

道水の安定供給に向けて、上水道事業の財政基盤の強化と水源施設等の整備を図る。 

下水道は、全体計画約６７３ha のうち市街化区域４０５ha を優先的に整備しており、

平成３０年度末には普及率４３．４％となっている。下水道事業計画区域外の地域にお

いては、し尿汲み取り及び単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進する。 

 

（３）利便性 

交通の利便性は生活環境の重要な要素であるため、町の発展を支えてきた名鉄犬山線

沿いの扶桑駅、柏森駅周辺の地域中心拠点へのアクセス道路を維持管理するとともに、

幹線道路を基軸とする総合的なまちづくりの拠点形成のため、生活道路の整備も推進す

る。 
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幹線道路である国道４１号は、平成２５年度から６車線化事業が進められている。ま

た、（仮称）新愛岐大橋の整備も事業決定しており、周辺道路における新たな整備が必要

となる。 

地域情報化については、住民基本台帳ネットワークや総合行政ネットワークを活用し

た電子自治体を構築し、多様な住民サービスの提供に取り組むとともに、町民への情報

公開を推進する。 

 

（４）快適性 

公園・緑地は、災害時の避難場所や救援活動の拠点としての役割を担うことが期待さ

れ、町民参加による整備・管理の推進が必要になっている。町民の意見や要望を参考に

しながら、誰もが利用できるユニバーサルデザインを考慮した整備・再整備を推進する。 

また、樹木の剪定や植栽・遊具の点検・保守等、公園・緑地の適正な管理を推進する

とともに、アダプトプログラムを活用した町民との協働による公園づくりを進める。ま

た、木曽川を始めとする水辺、緑地、農地等を保全し、地域に愛着と誇りを持てる良好

な自然景観を形成する。 

一方、高齢化社会の進展に伴い、老人の福祉ニーズはさらに複雑、多様化することが

予想されるため、総合福祉センター、老人憩の家、サングリーンハウスなどの現施設の

より一層の活用、きめ細かな高齢者福祉対策の充実を図る。 

子育て支援に対するニーズに対応するため、母子保健事業や子育て支援センター事業、

ファミリーサポートセンター事業での相互扶助等の充実に努めるとともに、保育園の環

境整備を図り、保護者の多様なニーズに対応した保育サービスの充実に努める。（仮称）

多機能児童センターは、児童センターとして子どもの居場所の提供をするとともに、保

健センターと複合施設にすることにより、妊娠、出産、子育てまでの多様なニーズに対

して、ワンストップによる切れ目のない支援（子育て世代包括支援センター）を実施す

る。 

 

（５）文化性 

文化・芸能については、扶桑文化会館及び中央公民館が地域住民の文化創造活動の拠

点になっており、近年では各種ワークショップを開催し、文化・芸術に直接触れる体験

活動の実施に努めている。 

また、文化財の保護と神楽囃子のような地域に根差した伝承文化の保存に努め、地域

文化を支える町民活動やボランティアとの協働を進める。生涯学習については、それぞ

れの生涯学習関連施設の特色を生かしながら、町民ニーズに対応した生涯学習の機会を

提供する。また、図書館については、蔵書の充実とともにインターネットによる蔵書検

索・予約サービスの普及を図る。 

スポーツ活動は、個人の健康増進だけでなく地域の連帯意識達成のためにも極めて重

要な活動となっている。しかし、本町の既存スポーツ施設は老朽化が進み、快適な施設

利用に支障をきたしている。このため、公共施設等総合管理計画に基づき公共施設の再

編（統廃合、複合化、用途変更等）を進める。また、長寿命化計画（個別施設計画）の

策定により「予防保全型の維持管理」を推進する。施設運営は、開館時間、開館日等を

見直し、利用者の生活様式に合った施設を目指す。また、体育協会、総合型地域スポー

ツクラブ等と協力し、子供から高齢者までが日常的にスポーツに親しむ機会を拡大する。 
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２ 生活環境施設整備計画 

   該当なし。 

 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

   該当なし。 

 

４ その他の施設の整備に係る事業との関連 

   該当なし。 

 

 

第９ 付 図（別添） 

 

 １ 土地利用計画図（付図１号） 

 ２ 農業生産基盤整備開発計画図（付図２号；該当なし） 

 ３ 農用地等保全整備計画図（付図３号） 

 ４ 農業近代化施設整備計画図（付図４号；該当なし） 

 ５ 農業就業者育成・確保施設整備計画図（付図５号；該当なし） 

 ６ 生活環境施設整備計画図（付図６号；該当なし） 

 ７ 農用地区域に含めないことが相当な土地の図（付図７号） 

 ８ 表示の手段としての平面図（付図８号） 
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別記 農用地利用計画 

 

（１）農用地区域 

ア 現況農用地等に係る農用地区域 

下表の「区域の範囲」欄に掲げる区域内に含まれる土地のうち「除外する土地」欄に

掲げる土地以外の土地を農用地区域とする。 

地域・区域番号 区 域 の 範 囲 除 外 す る 土 地  備考 

Ａ－１ 
木津用水以東、市町村界で

囲まれた地域 

付図１号に示す黄色及び橙

色以外の土地（詳細につい

ては付図８号のとおり） 

約 73ha 

Ａ－２ 

市街化区域の境界線及び県

道一宮犬山線以東と木津用

水以西の市町村界で囲まれ

た区域 

付図１号に示す黄色及び橙

色以外の土地（詳細につい

ては付図８号のとおり） 

約 15ha 

Ｂ－１ 

大字小淵の江南市境界線以

東の区域で町道草井犬山

線、山那五郎丸線県道一宮

犬山線の以北の区域 

付図１号に示す黄色及び橙

色以外の土地（詳細につい

ては付図８号のとおり） 

約 18ha 

Ｂ－２ 

町道草井犬山線及び山那五

郎丸線以南の区域で、市街

化区域及び県道斎藤羽黒線

に囲まれた区域 

付図１号に示す黄色以外の

土地（詳細については付図

８号のとおり） 

約 36ha 

Ｂ－３ 

県道斎藤羽黒線以南の区域

で市街化区域と江南市境界

線に囲まれた区域 

付図１号に示す黄色以外の

土地（詳細については付図

８号のとおり） 

約 10ha 

計  約 152ha 

（注）面積は、図上計測による。 

 

イ 現況森林・原野等に係る農用地区域 

   本地域については設定しない。 
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（２）用途区分 

下表の「地域・区域番号」に係る農用地区域内の農業上の用途は、「用途区分」欄に掲

げるとおりとする。 

 

地域・区域番号 用   途   区   分 

Ａ－１ 
農     地：付図１号に示す黄色の区域 

農業用施設用地：付図１号に示す橙色の区域 

Ａ－２ 
農     地：付図１号に示す黄色の区域 

農業用施設用地：付図１号に示す橙色の区域 

Ｂ－１ 
農     地：付図１号に示す黄色の区域 

農業用施設用地：付図１号に示す橙色の区域 

Ｂ－２ 農     地：付図１号に示す黄色の区域 

Ｂ－３ 農     地：付図１号に示す黄色の区域 

      詳細は付図８号のとおり。 


